
恵下埋立地建設事務所

【Ｃ】河川底質

基準 基準

河川　No.1 H29.3.17 H29.3.31 1.6 150以下 12 ―
・ダイオキシン類は、基準以下でした。
・鉛には底質の基準はありません。
　（参考；土壌汚染対策防止法に基づく鉛の含有量基準は150㎎/㎏です。）

・建設工事現場において、ダイオキシン類を含む燃え殻を確認したことから、建設現場の最下流部の河川へダイオキシン類を含む燃え殻が流出していないかを確認するため、河川
の底に堆積する土砂を試料採取しダイオキシン類と鉛についての調査を実施しました。

・調査方法については、ダイオキシン類は「ダイオキシン類に係る底質調査測定マニュアル」による方法、鉛については「底質調査方法（含有量試験）」で実施しています。
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